
 

２
０
２
５
年
度
税
制
「
改
正
」
で
所
得
税
申
告

が
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
民
商
で
は
、
事
業
者
ど

う
し
で
学
び
合
っ
て
対
応
し
て
い
ま
す
。 

  

基
礎
控
除 

 

最
高
48
万
円
だ
っ
た
基
礎
控
除
額
は
、
合
計

所
得
金
額
が
１
３
２
万
円
以
下
か
ら
２
３
５
０
万

円
以
下
ま
で
は
５
段
階
に
な
り
ま
す
（
図
１
）
。 

 

た
だ
し
、
こ
の
５
段
階
の
控
除
額
は
２
０
２
５

（
令
和
７
）
年
分
と
２
０
２
６
（
令
和
８
）
年
分

に
限
ら
れ
ま
す
。
２
０
２
７
（
令
和
９
）
年
分
か

ら
は
95
万
円
と
58
万
円
の
２
段
階
の
控
除
額
に

な
り
ま
す
。 

  

給
与
所
得
控
除 

 

給
与
の
収
入
金
額
に
よ
っ
て
段
階
的
に
控
除
額

が
き
ま
る
給
与
所
得
控
除
は
、
給
与
収
入
１
９
０

万
円
未
満
の
人
に
限
り
、
65
万
円
に
な
り
ま
し

た
。
変
更
後
の
「
給
与
所
得
控
除
の
速
算
表
」
は

（
図
２
）
の
と
お
り
で
す
。 

 



 
特
定
親
族
特
別
控
除 

 

居
住
者
と
生
計
を
一
に
す
る
19
歳
以
上
23
歳
未
満
で
、
合
計

所
得
金
額
が
58
万
円
（
給
与
収
入
１
２
３
万
円
）
以
下
の
親
族

が
い
る
親
を
対
象
と
し
て
い
た
特
定
扶
養
控
除
に
加
え
、
「
特

定
親
族
特
別
控
除
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
子
等
が
い
る
場
合
、
そ
の
子
等
の
合

計
所
得
金
額
が
85
万
円
（
給
与
収
入
１
５
０
万
円
）
以
下
の
場

合
、
そ
の
親
は
63
万
円
の
特
定
親
族
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

 

対
象
は
、
子
等
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
３
万
円
以
下
ま
で

で
す
が
、
（
図
３
）
の
よ
う
に
、
子
等
の
合
計
所
得
金
額
に
応

じ
て
、
控
除
額
が
縮
小
さ
れ
る
の
で
、
該
当
す
る
子
等
の
合
計

所
得
金
額
を
正
確
に
つ
か
ん
で
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
（
図
４
・
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
）
を

参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 


